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1.  件 名  

低 温 水 素 シ ス テ ム 屋 外 高 所 配 管 の 保 守 点 検 作 業  

 

2.  目 的 及 び 概 要  

J-PARC 物 質 ・ 生 命 科 学 実 験 施 設（ 以 下 MLF） の 低 温 水 素 シ ス テ ム

は 、 液 体 水 素 （ 1.5MPa、 20K） を 3 基 の モ デ レ ー タ に 強 制 循 環 さ せ

て 、中 性 子 実 験 装 置 に 供 給 す る 中 性 子 を 冷 却 す る た め の 冷 凍 シ ス テ

ム で あ る 。 本 シ ス テ ム は 、 MLF 屋 内 の 冷 凍 機 と 屋 外 の 圧 縮 機 や ガ ス

供 給 系 と を 配 管 で 繋 ぎ 、一 部 の 屋 外 配 管 は 道 路 を ま た ぐ た め に 地 上

約 5ｍ の 高 さ に 敷 設 し て 、 MLF 建 屋 内 の 設 備 と 接 続 す る 。 こ の 高 所

配 管 は 日 常 の 点 検 が 困 難 で あ る が 、塩 害 に よ る 配 管 腐 食 の 事 例 が あ

っ た た め 、 定 期 的 に 保 守 点 検 す る こ と と し た 。 本 件 は 、 低 温 水 素 シ

ス テ ム の 運 転 維 持 管 理 の た め に 行 う 保 守 点 検 作 業 で あ る 。  

 

3.  作 業 実 施 場 所  

 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機 構  Ｊ -PARC セ ン タ ー  

 物 質 ・ 生 命 科 学 実 験 施 設  

 

4.  納 期  

令 和 8 年 10 月 30 日  

 

5.  作 業 内 容  

5.1 対 象 設 備 ・ 装 置 等  

対 象 は 、物 質 ・生 命 科 学 実 験 施 設 西 側 の 低 温 水 素 シ ス テ ム の 屋 外

配 管 及 び 配 管 支 持 架 台 （ 図 1） で 、 地 上 約 5ｍ 高 さ で MLF 建 屋 に 貫

通 す る 以 下 の 配 管 で あ る 。 対 象 範 囲 は 、 建 屋 外 壁 か ら 2ｍ の 範 囲 と

す る 。 （ 図 2）  

 

・ ヘ リ ウ ム 移 送 配 管 高 圧 ラ イ ン  

・ ヘ リ ウ ム 移 送 配 管 低 圧 ラ イ ン  

・ ヘ リ ウ ム ガ ス 供 給 配 管  

・ 水 素 ガ ス 供 給 配 管  

・ 液 化 窒 素 供 給 配 管  

・ 窒 素 ガ ス 供 給 配 管  

・ 真 空 フ レ キ 配 管  

（ 図 3 参 照 ）  

 

5.2 作 業 範 囲 及 び 項 目  

(1)足 場 設 置 及 び 撤 去  

(2)外 観 点 検  

(3)保 護 材 の 交 換  

(4)漏 洩 検 査  

(5)書 類 作 成  
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5.3 作 業 内 容 及 び 方 法  

(1)足 場 設 置 及 び 撤 去  

・  保 守 点 検 を 行 う た め の 足 場 を 設 置 す る こ と 。 そ の 際 、 配

管 や 建 屋 外 壁 等 に 損 傷 を 与 え る こ と が 無 い こ と 。 そ の 恐

れ が あ る 場 合 は 養 生 等 行 う こ と 。  

・  保 守 点 検 が 容 易 な 足 場 と な る よ う に す る こ と 。 原 子 力 機

構 が 確 認 の た め 、 立 ち 会 う こ と が あ る 。  

・  保 守 点 検 作 業 終 了 後 、 足 場 撤 去 を 行 う こ と 。 撤 去 の 際 も

配 管 や 建 屋 外 壁 等 に 損 傷 を 与 え る こ と が 無 い こ と 。 そ の

恐 れ が あ る 場 合 は 養 生 等 実 施 後 、 作 業 す る こ と 。  

 

(2)外 観 点 検  

・  点 検 対 象 の 配 管 、配 管 支 持 金 具 及 び 配 管 支 持 架 台 の 基 礎 に

お い て 、強 度 上 有 害 な 腐 食・変 形・傷 の 有 無 を 目 視 に て 確

認 す る こ と 。  

ま た 、継 手 や ボ ル ト の ゆ る み な ど の 異 常 が な い こ と を 確 認

す る こ と 。  

・  点 検 箇 所 に お い て 錆 等 が 確 認 さ れ た 箇 所 は 、 錆 を 落 と し 、

錆 転 換 剤 を 下 塗 り し て 、錆 防 止 及 び 塩 害 対 策 仕 様 の タ ッ チ

ア ッ プ 塗 装 を 行 う こ と 。  

 

(3)保 護 材 の 交 換  

・  (2)外 観 点 検 、及 び (4)漏 洩 検 査 を 行 う た め に 、ヘ リ ウ ム ガ

ス 供 給 配 管 、水 素 ガ ス 供 給 配 管 、窒 素 ガ ス 供 給 配 管 、真 空

フ レ キ 配 管 に 巻 か れ て い る 保 護 材 を 取 り 外 す こ と 。  

・  (2)外 観 点 検 、及 び (4)漏 洩 検 査 終 了 後 に 、透 明 タ イ プ の 自

己 融 着 テ ー プ で 配 管 の 防 水 対 策 を 行 う こ と 。  

 

(4)漏 洩 検 査  

「 6.試 験 ・ 検 査  (1)漏 洩 検 査 」 に 記 述 す る 試 験 ・ 検 査 を

実 施 す る こ と 。  

 

(5)書 類 作 成  

「 8.提 出 書 類 」 を 作 成 し 、 提 出 す る こ と 。  

 

6.  試 験 ・ 検 査  

(1)漏 洩 検 査  

・  ヘ リ ウ ム 移 送 配 管（ 高 圧 、低 圧 ラ イ ン ）、ヘ リ ウ ム ガ ス 供

給 配 管 、水 素 ガ ス 供 給 配 管 、液 化 窒 素 配 管 、窒 素 ガ ス 供 給

配 管 を 検 査 対 象 と し 、 漏 洩 検 査 を 実 施 す る こ と 。  
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・  漏 洩 検 査 は He リ ー ク 検 査 （ 加 圧 積 分 法 ） と す る 。  

検 査 方 法 は 下 記 ① ～ ⑤ に 示 す 通 り と す る 。  

①  漏 洩 検 査 対 象 の 配 管 内 に ヘ リ ウ ム ガ ス を 加 圧 す る 。な

お 、加 圧 に 用 い る ガ ス の 手 配 と 加 圧 操 作 は 原 子 力 機 構

で 行 う も の と す る 。  

②  検 査 対 象 の 配 管 を フ ー ド （ ビ ニ ー ル 袋 等 ） で 覆 う 。  

③  検 査 対 象 の 配 管 内 に He ガ ス を 下 記 に 記 述 す る 検 査（ 運   

転 ） 圧 力 ま で 加 圧 す る 。  

 

【 検 査 （ 運 転 ） 圧 力 】  

ヘ リ ウ ム 移 送 配 管 （ 高 圧 ラ イ ン ） ： 1.58MPa 

ヘ リ ウ ム 移 送 配 管 （ 低 圧 ラ イ ン ） ： 0.209MPa 

ヘ リ ウ ム ガ ス 供 給 配 管      ： 0.9MPa 

水 素 ガ ス 供 給 配 管        ： 1.7MPa 

液 化 窒 素 配 管          ： 0.6MPa 

窒 素 ガ ス 供 給 配 管        ： 0.6MPa 

 

④  加 圧 完 了 か ら 30 分 保 持 後 、 He リ ー ク デ ィ テ ク タ に て

フ ー ド 内 の 測 定 を 行 う 。  

⑤  漏 洩 検 査 結 果 が 許 容 判 定 値 を 満 足 す る こ と を 確 認 す

る こ と 。万 が 一 、漏 洩 が 確 認 さ れ た 場 合 は 、漏 洩 箇 所

の 特 定 を 行 い 、原 子 力 機 構 と 協 議 の 上 、処 置 を 行 う こ

と 。 許 容 判 定 値 は 下 記 の 通 り 。  

【 許 容 判 定 値 】  

 1.0×10⁻⁷Pa・ ㎥ /s 以 下  

 

7.  業 務 に 必 要 な 資 格 等  

  (1)足 場 の 組 立 て 等 作 業 主 任 者 技 能 講 習 修 了 者  

  (2)足 場 の 組 立 て 等 業 務 特 別 教 育 修 了 者  

(3)フ ル ハ ー ネ ス 型 安 全 帯 使 用 作 業 特 別 教 育 修 了 者  

 

8.  支 給 品 及 び 貸 与 品  

8.1 支 給 品  

検 査 に 必 要 な 電 力 、 水 、 ヘ リ ウ ム ガ ス に つ い て は 、 原 子 力 機  

構 が 無 償 で 支 給 す る も の と す る 。  

・工事用電力（AC210V、AC105V） 

・工業用水及び飲料水 

 

  8.2 貸 与 品  

な し  

 

 

 

 

 



4 
 

9.  提 出 書 類  

表 1 に定める書類を提出すること。なお、提出場所は下記指定の場所と

する。  

表 1.提出書類一覧  

No. 書類名 提出期限 部数 確認 

１ 
社内体制リスト及び各責任者 

(安全管理体制・緊急連絡体制含む) 契約締結後速やかに ３部 要 

２ 作業工程表 契約締結後速やかに ３部 要 

３ 

作業要領書 

※作業要領書についてリスクアセス

メントを作成すること 

契約締結後速やかに ３部 要 

４ 作業従事者名簿 契約締結後速やかに ３部 不要 

５ 

作業報告書 

※校正証明書、トレーサビリティ体系

図含む 

作業終了後速やかに ３部 要 

６ 

作業日報 

当日の作業内容と点検時においての

設備の異常・不具合があった場合、原

因や対応を記載する。 

各日の作業終了後 １部 不要 

７ その他原子力機構が必要とする書類 適宜 
1～ 

3部 
不要 

（提出場所）  

  J-PARC センター  物質・生命科学ディビジョン  中性子源セクション  

 

10.検 収 条 件  

「 6.試 験 ・ 検 査 」 の 合 格 、 「 9.提 出 書 類 」 の 確 認 並 び に 、 原 子 力 機

構 が 仕 様 書 の 定 め る 業 務 が 実 施 さ れ た と 認 め た こ と を も っ て 、業 務

完 了 と す る 。  

 

11.適 用 法 規 ・ 規 程 等  

下 記 の 関 係 規 格 ・ 基 準 等 に 準 拠 す る こ と 。  

(1)  法 規  

1)  高 圧 ガ ス 保 安 法  

2)  労 働 基 準 法  

3)  労 働 安 全 衛 生 法  

4)  J-PARC セ ン タ ー 内 規 定  

安 全 衛 生 管 理 規 定 、高 圧 ガ ス 製 造 施 設 等 安 全 管 理 規 定 、電 気 工  

作 物 保 安 規 定 等 、 詳 細 は 必 要 に 応 じ て 原 子 力 機 構 が 提 示 す る  

5)  そ の 他 関 係 す る 諸 法 令 等  

 

(2)  規 格 基 準  

1)  日 本 産 業 規 格 （ JIS）  

2)  そ の 他 関 係 す る 規 格 基 準  
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12.特 記 事 項  

(1)受 注 者 は 、 原 子 力 機 構 が 原 子 力 の 研 究 ・ 開 発 を 行 う 機 関 で あ る

た め 、高 い 技 術 力 及 び 高 い 信 頼 性 を 社 会 的 に 求 め ら れ て い る こ と

を 認 識 し 、原 子 力 機 構 の 規 程 等 を 遵 守 し 、安 全 性 に 配 慮 し て 業 務

を 遂 行 し う る 能 力 を 有 す る 者 を 従 事 さ せ る こ と 。  

(2)受 注 者 は 、 業 務 を 実 施 す る こ と に よ り 取 得 し た 当 該 業 務 及 び 作

業 に 関 す る 各 デ ー タ 、技 術 情 報 、成 果 、そ の 他 の す べ て の 資 料 及

び 情 報 を 原 子 力 機 構 の 施 設 外 に 持 ち 出 し て 発 表 、も し く は 公 開 し 、

ま た は 特 定 の 第 三 者 に 対 価 を う け 、も し く は 無 償 で 提 供 す る こ と

は で き な い 。た だ し 、あ ら か じ め 書 面 に よ り 原 子 力 機 構 の 承 認 を

受 け た 場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

(3)受 注 者 は 、 地 震 や 火 災 等 の 異 常 事 態 等 が 発 生 し た 場 合 、 原 子 力

機 構 の 指 示 に 従 い 行 動 す る も の と す る 。ま た 、契 約 に 基 づ く 作 業

等 を 起 因 と し て 異 常 事 態 が 発 生 し た 場 合 、受 注 者 側 が そ の 原 因 分

析 や 対 策 検 討 を 行 い 、主 体 的 に 改 善 す る と と も に 、結 果 に つ い て

機 構 の 確 認 を 得 る こ と 。  

(4)J-PARC セ ン タ ー は 、 こ の 設 備 を 使 っ て 予 め 計 画 し た 期 間 に 利 用

運 転 を 行 う こ と が 重 要 な 任 務 で あ る た め 、受 注 者 に 起 因 す る 不 注

意 に よ る 故 障 や ト ラ ブ ル で 支 障 を き た す こ と な く 、保 守 期 間 内 に

作 業 を 終 え る よ う に 努 め る こ と 。  

 

13.グ リ ー ン 購 入 法 の 推 進  

(1)本 契 約 に お い て 、 グ リ ー ン 購 入 法 （ 国 等 に よ る 環 境 物 品 の 調 達

の 推 進 等 に 関 す る 法 律 ） に 適 用 す る 環 境 物 品 （ 事 務 用 品 、 OA 機

器 等 ） が 発 生 す る 場 合 は 、 こ れ を 採 用 す る も の と す る 。  

(2)本 仕 様 書 に 定 め る 提 出 図 書 （ 納 入 印 刷 物 ） に つ い て は 、 グ リ ー

ン 購 入 法 の 基 本 方 針 に 定 め る 「 紙 類 」 に 基 準 を 満 た し た も の で

あ る こ と 。  

 

14.協 議  

本 仕 様 書 に 記 載 さ れ て い る 事 項 及 び 本 仕 様 書 に 記 載 の な い 事 項

に つ い て 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 原 子 力 機 構 と 協 議 の 上 、そ の 決 定 に

従 う も の と す る 。  

 

15.検 査 員 及 び 監 督 員  

検 査 員  

(1) 一 般 検 査  管 財 担 当 課 長  

 

監 督 員  

(1) 足 場 設 置 及 び 撤 去     中 性 子 源 セ ク シ ョ ン  セ ク シ ョ ン 員  

(2) 外 観 点 検         中 性 子 源 セ ク シ ョ ン  セ ク シ ョ ン 員  

(3) 保 護 材 の 交 換       中 性 子 源 セ ク シ ョ ン  セ ク シ ョ ン 員  

(4) 漏 洩 検 査         中 性 子 源 セ ク シ ョ ン  セ ク シ ョ ン 員  

(5) 書 類 作 成         中 性 子 源 セ ク シ ョ ン  セ ク シ ョ ン 員  
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16.安 全 管 理  

(1) 一 般 安 全 管 理  

・ 作 業 計 画 に 際 し 綿 密 か つ 無 理 の な い 工 程 を 組 み 、 材 料 、 労 働  

安 全 対 策 等 の 準 備 を 行 い 、作 業 の 安 全 確 保 を 最 優 先 と し つ つ 、 

迅 速 な 進 捗 を 図 る も の と す る 。 ま た 、 作 業 遂 行 上 既 設 物 の 保  

護 及 び 第 三 者 へ の 損 害 防 止 に も 留 意 し 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る  

と と も に 、 火 災 そ の 他 の 事 故 防 止 に 努 め る も の と す る 。  

・ 作 業 現 場 の 安 全 衛 生 管 理 は 、 法 令 に 従 い 受 注 者 の 責 任 に お い  

て 自 主 的 に 行 う こ と 。  

・ 受 注 者 は 、 作 業 着 手 に 先 立 ち 原 子 力 機 構 と 安 全 に つ い て 十 分  

に 打 ち 合 わ せ を 行 っ た 後 着 手 す る こ と 。  

・ 受 注 者 は 、 作 業 現 場 の 見 や す い 位 置 に 、 作 業 責 任 者 及 び 連 絡  

先 等 を 表 示 す る こ と 。  

・ 受 注 者 は 、 作 業 開 始 前 の 安 全 講 話 や 、 KY 活 動 （ ヒ ヤ リ ハ ッ ト  

等 ） を 始 め 、 安 全 管 理 及 び 促 進 活 動 を 行 う こ と 。  

・ 作 業 中 は 、 常 に 整 理 整 頓 を 心 掛 け る 等 、 安 全 及 び 衛 生 面 に 十  

分 留 意 す る こ と 。  

・ 受 注 者 は 、 本 作 業 に 使 用 す る 機 器 、 装 置 の 中 で 地 震 等 に よ り  

安 全 を 損 な う 恐 れ が あ る 物 に つ い て は 、 転 倒 防 止 策 等 を 施 す  

こ と 。  

・ 万 一 事 故 が 生 じ た 場 合 に は 、 受 注 者 は 迅 速 に 最 善 の 処 置 を 施  

す と 共 に 、 直 ち に 原 子 力 機 構 側 に 連 絡 し 、 必 要 に 応 じ て 原 子  

力 機 構 の 指 示 に 従 う こ と 。 事 故 の 報 告 内 容 は 、 事 故 の 状 況 、  

原 因 、 処 置 、 対 策 等 の 項 目 を ま と め る こ と 。  

・ 現 地 作 業 を 実 施 す る 場 合 は 、 事 前 に 作 業 工 程 表 を 提 出 し て 確  

認 を 得 る こ と 。  

・ 作 業 責 任 者 を お い て 、 原 子 力 機 構 に お け る 作 業 安 全 に 係 る 規  

 定 、 規 則 等 の 遵 守 を 図 り 、 災 害 発 生 防 止 に 努 め る こ と 。  

(2) そ の 他  

・ 作 業 は 、 原 子 力 機 構 の 勤 務 時 間 内 に 実 施 す る こ と 。 但 し 、 緊  

 急 を 要 し 原 子 力 機 構 が 承 諾 し た 場 合 は 、 所 定 の 手 続 き を 行 い  

実 施 す る こ と 。  

・ 他 の 機 器 、 設 備 に 損 害 を 与 え な い よ う 十 分 注 意 す る こ と 。 万  

 一 そ の よ う な 事 態 が 発 生 し た 場 合 は 、 遅 滞 な く 原 子 力 機 構 に  

 報 告 し 、 そ の 指 示 に 従 っ て 速 や か に 現 状 に 復 す る こ と 。  

・ 作 業 員 は 、 十 分 な 知 識 及 び 技 能 を 有 し 、 熟 練 し た 者 を 配 置 す  

る こ と 。 ま た 、 資 格 を 必 要 と す る 作 業 に つ い て は 、 有 資 格 者  

を 従 事 さ せ る こ と 。  

・ 原 子 力 機 構 の 構 内 へ の 入 退 域 及 び 物 品 、 車 両 等 の 搬 出 入 に あ  

た っ て は 、 原 子 力 機 構 所 定 の 手 続 き を 遵 守 す る こ と 。  

 

 

以上 



 

MLF 

図１  MLF 全体図 及び 点検対象範囲 

点検対象範囲写真 

屋外配管 

配管支持架台 



     

2m 

図２  MLF 建屋西側平面図 及び 点検対象範囲 

MLF 外壁から 2m まで点検範囲とする。 
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配管配置図 

 

 

①ヘリウム移送配管高圧ライン（125A） 

②ヘリウム移送配管低圧ライン（300A） 

③ヘリウムガス供給配管（25A） 

④水素供給配管（15A） 

⑤液化窒素供給配管（25A） 

⑥窒素ガス供給配管（25A） 

⑦真空フレキ配管（50A） 

※（ ）は配管サイズ 

図３  MLF 柱断面図 及び 配管配置図 
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